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返礼品発送の流れ
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各種法令に沿った⽣産、製造⼜は営業を⾏っていること

市内に本社・本店、⽀社・⽀店、事業所、⼯場含むがあること

市税の滞納がないこと

暴⼒団⼜は暴⼒団員と関係を有しないこと

事業者
要件

登録・掲載に必要な費⽤は０円！
ポータルサイトの決済⼿数料や
返礼品送料も市が負担します。

和菓⼦やお⾁など⾷べ物のほか、
農産物、⽊⼯品などがあります。
ふるさと納税のために開発した
スイーツに⼈気が出た例も。

・ポータルサイト等に無料で掲載
・⾃社製品を全国にPRできます
・返礼品送料は市が負担します
・返礼品に⾃社製品のカタログや
 チラシ等を同梱できます

返礼品
要件

市内で⽣産、製造⼜は加⼯されているもの、または
市内産品を主な原材料として使⽤しているもの
ただし、市をPRするために作られた商品は、内容に
より可能

サービスの場合

品質及び数量の⾯において、安定供給が⾒込めること

�����ただし、期間限定・数量限定で供給可能な商品等も内容により可能

商品情報の開⽰⼜はサービス内容の明記が可能であること

サービスの場合は、有効期限が発⾏⽇から１年間以上あること

⾦銭類似性の⾼いもの及び資産性の⾼いものは不可

商品の場合

市の魅⼒が伝わり、市の地域産業の振興につながる商品・サービス

市内における宿泊、⾷事、体験等

どんな返礼品が
あるの？

どんな
メリットが
あるの？

必要な費⽤は？

返礼品協⼒事業者募集要綱

中津川市�政策推進課�ふるさと納税担当
〒508-8501�中津川市かやの⽊町2-1（本庁舎3階）
TEL:0573-66-1111（内線332,�382）�FAX:0573-65-5273��
MAIL:furusato-kifu@city.nakatsugawa.lg.jp

ご登録にあたっては、制度についてご理解
いただき、申請書等をご提出いただきます。
まずはお気軽にご相談ください。


